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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日の発表は、3月10日に厚生労働省医薬局　監視指導・麻薬対策課長名で出された通知「化粧品における特定成分の特記表示について」に示された、化粧品配合成分の特記表示に関するルール改正について報告いたします。
 
この改正は、約40年ぶりの大きな変更といわれており、特に、化粧品広告の表示表現管理実務に携わる人には大きな関心を持たれています。
しかし、化粧品なんて厚労省にとって些末な分野と思っているわけでもないのでしょうが、いつもながら、改正の背景や規則の詳細に関して、どうも、十分な情報提供が行われておらず、本日の発表内容についても、Q＆Aなど公的な解説資料も目にしていない状態でまとめています。
用語の厳密な解釈や規制の具体的な範囲について不十分な点があるかもしれませんが、その点につきましては、どうかご容赦ください。
発表内容について、ご意見やお気づきの点等ございましたら、発表終了後少しお時間を設けますので、参加者の皆様には積極的なご発言をお願いいたします。
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